
P A Certified Public Tax Accountant�s Office
パ
ワ
ー
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
税
理
士
事
務
所

 Aワ
P パ

ワ
P Aパ

 
 

 Ac税

 
 ax Aス

 
c Ta ン

 blic 
 

ア

 Pub 
 

イ

 
e

ラ

 
tifieアd 

 
 

ラ

 Aワ

税

d Public Tax Acス
ン
ア
イ
ラ

 Certifieアー
ワ

 A Cワ
 ffic所

s Of務

 
 

 
nt事

 
 

 
nta士

 
 

 cou理

 
 

 cc税

所

s Office務
事

 
 

 ccountant士
理
税

s 事�

編 集 発 行 人
パワーアライアンス税理士事務所
税理士  若 杉 治
〒151-0073
東京都渋谷区笹塚3-37-1

第1花井ビル2F
TEL  03（5365）4744㈹
FAX  03（5365）4745
E-mail info@wakasugi.zei-mu.net

6 2017（平成29年）

　52円だった通常はがきの料金が、6月から62円に引き上げられ
ます。これに伴い往復はがきは124円になります。ただし年賀は
がきは52円のまま据え置かれます。また、定形外郵便と、ゆうメー
ル料金に規格外料金が新設され、ともに長辺34cm、短辺25cm、
厚さ３cm、重量１㎏のいずれかでも超えると規格外となります。

郵便料金の見直し

6月の税務と労務6月 （水無月）JUNE
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国　税／ 5月分源泉所得税の納付 
 6月12日

国　税／ 所得税の予定納税額の通知 
 6月15日

国　税／ 4月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等） 6月30日

国　税／ 10月決算法人の中間申告 
 6月30日

国　税／ 7月、10月、1月決算法人の消
費税等の中間申告（年3回の
場合） 6月30日

地方税／ 個人の道府県民税及び市町
村民税の納付（第1期分） 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内

労　務／ 児童手当現況届（市町村役
場に提出） 6月30日

紫陽花



６月号─2

　
労
働
者
を
使
用
し
て
事
業
を
行
う

者
は
、
労
働
災
害
の
防
止
の
た
め
の

最
低
基
準
を
守
る
だ
け
で
な
く
、
快

適
な
職
場
環
境
の
実
現
と
労
働
条
件

の
改
善
を
通
じ
て
労
働
者
の
安
全
と

健
康
を
確
保
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん（
労
働
安
全
衛
生
法
）。

　
今
回
は
、
常
用
労
働
者
数
が
百
人

未
満
の
事
業
場
の
安
全
衛
生
管
理
体

制
に
つ
い
て
触
れ
て
い
き
ま
す
。

一
　
五
十
人
以
上
百
人
未
満
事
業
場

　
常
用
労
働
者
数
が
五
十
人
以
上
の

事
業
場
で
は
、
五
十
人
未
満
の
事
業

場
に
比
べ
、
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

も
の
（
各
種
管
理
者
の
選
任
や
委
員

会
の
設
置
）が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
一
定
の
資
格
や
実
務
経
験
を
必
要

と
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
労

働
者
の
増
員
予
定
が
あ
る
事
業
場
で

は
五
十
人
に
達
す
る
前
か
ら
準
備
を

進
め
て
い
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

㈠
　
安
全
管
理
者

①
　
選
任
・
職
務
等

　
常
用
労
働
者
数
が
五
十
人
以
上
の

事
業
場
の
う
ち
、
一
定
の
業
種
注
に

お
い
て
選
任
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
そ

の
者
に
「
安
全
」
に
関
す
る
事
項
を

管
理
さ
せ
ま
す
。

注
　
選
任
業
種

　
　
林
業
、
鉱
業
、
建
設
業
、
運
送

業
、
清
掃
業
、
製
造
業
（
物
の
加

工
業
を
含
む
）、
電
気
業
、
ガ
ス

業
、
熱
供
給
業
、
水
道
業
、
通
信

業
、
各
種
商
品
卸
売
・
小
売
業
、

家
具
・
建
具
・
じ
ゅ
う
器
等
卸
売
・

小
売
業
、燃
料
小
売
業
、旅
館
業
、

ゴ
ル
フ
場
業
、
自
動
車
整
備
業
及

び
機
械
修
理
業

　
職
務
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。

・
　
建
設
物
、
設
備
、
作
業
場
所
ま

た
は
作
業
方
法
に
危
険
が
あ
る
場

合
の
応
急
措
置
、
防
止
措
置

・
　
安
全
装
置
、
保
護
具
等
の
定
期

的
な
点
検
及
び
整
備

・
　
作
業
の
安
全
に
つ
い
て
の
教
育

及
び
訓
練

・
　
発
生
し
た
災
害
原
因
の
調
査
及

び
対
策
の
検
討

・
　
消
防
及
び
避
難
の
訓
練

・
　
作
業
主
任
者
そ
の
他
安
全
に
関

す
る
補
助
者
の
監
督

・
　
安
全
に
関
す
る
資
料
の
作
成
、

収
集
及
び
重
要
事
項
の
記
録

・
　
そ
の
事
業
の
労
働
者
が
行
う
作

業
が
他
の
事
業
の
労
働
者
が
行
う

作
業
と
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行

わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
安
全
措
置

　
ま
た
、
安
全
管
理
者
は
、
作
業
場

等
を
巡
視
し
、
設
備
、
作
業
方
法
等

に
危
険
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、

直
ち
に
、
そ
の
危
険
を
防
止
す
る
た

め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
後
述
す

る
衛
生
管
理
者
の
よ
う
に
巡
視
頻
度

の
定
め
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
災
害
発

生
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
巡

視
頻
度
を
増
や
す
な
ど
、
事
業
場
の

状
況
に
応
じ
た
危
険
防
止
措
置
を
行

っ
て
い
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

②
　
資
格
要
件

　
一
定
年
数
以
上
の
産
業
安
全
の
実

務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
し
、か
つ
、

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
を
修

了
し
た
者
や
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
等
が
該
当
し
ま
す
。

㈡
　
衛
生
管
理
者

①
　
選
任
・
職
務
等

　
常
用
労
働
者
数
が
五
十
人
以
上
の

事
業
場
で
は
、
す
べ
て
の
業
種
に
お

い
て
選
任
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
そ
の

者
に
「
衛
生
」
に
関
す
る
事
項
を
管

理
さ
せ
ま
す
。
㈠
の
安
全
管
理
者
と

異
な
り
、
業
種
に
関
わ
ら
ず
選
任
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意

を
要
し
ま
す
。

　
職
務
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。

・
　
健
康
に
異
常
の
あ
る
者
の
発
見

及
び
処
置

・
　
作
業
環
境
の
衛
生
上
の
調
査

・
　
作
業
条
件
、
施
設
等
の
衛
生
上

の
改
善

・
　
労
働
衛
生
保
護
具
、
救
急
用
具

等
の
点
検
及
び
整
備

・
　
衛
生
教
育
、
健
康
相
談
そ
の
他

労
働
者
の
健
康
保
持
に
必
要
な
事

項
・
　
労
働
者
の
負
傷
及
び
疾
病
、
そ

れ
に
よ
る
死
亡
、
欠
勤
及
び
移
動

に
関
す
る
統
計
の
作
成

・
　
そ
の
事
業
の
労
働
者
が
行
う
作

業
が
他
の
事
業
の
労
働
者
が
行
う

作
業
と
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行

わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
衛
生
措
置

・
　
そ
の
他
衛
生
日
誌
の
記
載
等
職

務
上
の
記
録
の
整
備
等

　
ま
た
、
衛
生
管
理
者
は
、
事
業
場

の
定
期
巡
視
（
少
な
く
と
も
毎
週
一

中
小
規
模
事
業
場
の

安
全
衛
生
管
理
体
制
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回
）
を
し
、
設
備
、
作
業
方
法
ま
た

は
衛
生
状
態
に
有
害
の
お
そ
れ
が
あ

る
と
き
に
、
直
ち
に
、
労
働
者
の
健

康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措

置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

②
　
資
格
要
件

　
衛
生
管
理
者
免
許
（
第
一
種
・
第

二
種
）、
衛
生
工
学
衛
生
管
理
者
免

許
を
有
す
る
者
ま
た
は
医
師
、
歯
科

医
師
、
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

な
ど
が
該
当
し
ま
す
。
業
種
に
応
じ

必
要
と
さ
れ
る
も
の
が
異
な
り
ま
す
。

㈢
　
産
業
医

　
常
用
労
働
者
数
が
五
十
人
以
上
の

事
業
場
で
は
、
一
定
の
医
師
の
う
ち

か
ら
産
業
医
を
選
任
し
、
専
門
家
と

し
て
労
働
者
の
健
康
管
理
等
に
当
た

ら
せ
ま
す
。
㈡
の
衛
生
管
理
者
と
同

様
に
、
業
種
に
関
わ
ら
ず
選
任
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を

要
し
ま
す
。

　
職
務
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。

・
　
健
康
診
断
及
び
面
接
指
導
等
の

実
施
並
び
に
こ
れ
ら
の
結
果
に
基

づ
く
労
働
者
の
健
康
を
保
持
す
る

た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と

・
　
作
業
環
境
の
維
持
管
理
に
関
す

る
こ
と

・
　
作
業
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

・
　
労
働
者
の
健
康
管
理
に
関
す
る

こ
と

・
　
健
康
教
育
、
健
康
相
談
そ
の
他

労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図

る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と

・
　
衛
生
教
育
に
関
す
る
こ
と

・
　
労
働
者
の
健
康
障
害
の
原
因
の

調
査
及
び
再
発
防
止
の
た
め
の
措

置
に
関
す
る
こ
と

　
産
業
医
に
も
定
期
巡
視
が
義
務
づ

け
ら
れ
、少
な
く
と
も
毎
月
一
回（
平

成
二
十
九
年
六
月
以
降
は
、
一
定
要

件
を
満
た
す
場
合
「
二
月
に
一
回
」）

作
業
場
を
巡
視
し
、
作
業
方
法
ま
た

は
衛
生
状
態
に
有
害
の
お
そ
れ
が
あ

る
と
き
に
、
直
ち
に
、
労
働
者
の
健

康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

㈣
　
安
全
委
員
会
・
衛
生
委
員
会

　
常
用
労
働
者
数
が
五
十
人
以
上
の

事
業
場
で
は
、
全
て
の
業
種
に
お
い

て「
衛
生
委
員
会
」を
設
置
し
ま
す
。

　
ま
た
、
一
定
の
業
種
・
規
模
に
お

い
て
は
、「
安
全
委
員
会
」
も
設
置

し
ま
す
。
両
方
を
設
置
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
事
業
場
で
は
、
そ
れ
ら
を

一
つ
に
し
「
安
全
衛
生
委
員
会
」
と

し
て
設
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
委
員
の
構
成
や
調
査
審
議
事
項
に

つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
毎

月
一
回
以
上
の
開
催
や
、
議
事
を
労

働
者
に
周
知
す
る
こ
と
、
記
録
の
作

成
・
三
年
間
の
保
存
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

二
　
十
人
以
上
五
十
人
未
満
事
業
場

　
常
用
労
働
者
数
十
人
以
上
五
十
人

未
満
の
小
規
模
事
業
場
で
は
、
業
種

に
応
じ
「
安
全
衛
生
推
進
者
」
又
は

「
衛
生
推
進
者
」
を
選
任
し
、
そ
の

者
に
労
働
者
の
危
険
又
は
健
康
障
害

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
等
の
業
務

を
担
当
さ
せ
ま
す
。

　
安
全
管
理
者
、
衛
生
管
理
者
、
産

業
医
は
、
選
任
時
の
報
告
義
務
（
所

轄
労
働
基
準
監
督
署
へ
）
が
あ
り
ま

す
が
、
安
全
衛
生
推
進
者
・
衛
生
推

進
者
に
つ
い
て
は
報
告
義
務
が
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
氏
名
を
作
業
場

の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
等
に

よ
り
労
働
者
に
周
知
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

三
　
適
用
事
業
の
単
位

　
事
業
場
の
適
用
単
位
は
労
働
基
準

法
の
考
え
方
と
同
一
で
あ
り
、
原
則

と
し
て
「
場
所
」
ご
と
に
必
要
な
措

置
を
講
じ
ま
す
。

　
例
え
ば
、
衛
生
管
理
者
は
常
用
労

働
者
数
五
十
人
以
上
の
事
業
場
に
選

任
義
務
が
あ
り
、
本
社
七
十
人
、
支

社
六
十
人
の
会
社
で
は
、
本
社
と
支

社
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
衛
生
管
理

者
を
選
任
し
ま
す
。

　
労
働
者
数
は
、
日
雇
労
働
者
、
パ

ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
の
臨
時
的
労
働
者

の
数
を
含
め
、
常
態
と
し
て
使
用
す

る
労
働
者
の
数
に
よ
り
判
断
し
ま
す
。

四
　
そ
の
他

　
労
働
安
全
衛
生
法
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
要
件
や
実
施
す
べ
き
事
項
は
多

岐
に
わ
た
る
た
め
、
こ
こ
で
は
概
略

に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。
厚
生
労

働
省
や
都
道
府
県
労
働
局
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
に
も
詳

細
案
内
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら

も
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
労
働
者
数
が
百
人
以
上
の

事
業
場
や
建
設
業
、
製
造
業
な
ど
危

険
・
有
害
な
作
業
を
伴
う
事
業
場
で

は
今
回
触
れ
た
も
の
以
外
に
も
、
講

ず
べ
き
事
項
（
総
括
安
全
衛
生
管
理

者
の
選
任
な
ど
）
が
規
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
各
事
業
場
の
規
模
・
業
種
に

応
じ
た
適
切
な
安
全
衛
生
管
理
体
制

を
構
築
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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　労働者派遣事業を営んでいる場合、毎年
所定の時期に報告書を提出することが義務
づけられています。毎年提出するものには
次の３種類があります。
①　労働者派遣事業報告書（年度報告等）
　→毎年６月30日までに提出
②　収支決算報告
　→事業年度経過後３か月以内に提出
③　関係派遣先派遣割合報告書
　→事業年度経過後３か月以内に提出
　①の「労働者派遣事業報告書」は、平成
27年９月の制度改正前において、事業年
度経過後１か月以内、毎年６月30日の２
つの時期に報告していたものを１つにまと
めたものです。
　③の「関係派遣先派遣割合報告書」は、
平成24年改正により「企業グループ内での
労働者派遣の割合は８割以内」とする規制

が設けられたことに関連して義務づけられ
たものです。
　こちらは、関係派遣先（いわゆるグルー
プ企業）のない派遣元事業主や、報告対象
の期間内に派遣事業を行った実績がない派
遣元事業主にも提出義務がある点に注意を
要します。
　「関係派遣先派遣割合報告書」の提出が
ないことにより、派遣事業の許可取消しや
事業廃止を命じられた企業は多く、厚生労
働省のホームページにおいても報道発表資
料として対象企業名・所在地・代表者名等
の公表が行われています。
（参考）関係派遣先割合報告書の提出がな
いことにより許可取消しや事業廃止命令
が行われた事業所は、平成28年11月は
約80社、平成29年2月は約110社が該
当していました。
　①と②③では提出時期が異なりますので
お気をつけください。報告書の様式は厚生
労働省ホームページからダウンロードする
こともできます。

労働者派遣事業の各種報告
について

　労働時間等の設定の改善を図り、過重労
働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務
間インターバルの導入に取り組んだ事業主
に対し、その実施費用の一部を成果目標の
達成状況に応じて支給するものです。取組
例として、労務管理担当者への研修、外部
専門家によるコンサルティング、労務管理
用ソフトや機器の導入などがあります。
　この制度における「勤務間インターバル」
とは、就業規則等において終業から次の始
業までの休息時間を確保することを定めて
いるものを指し、休息時間の長さ（「９時
間以上11時間未満」「11時間以上」）等に
応じて助成額の上限（20万円〜 50万円）
が設けられています。
　申請窓口は都道府県労働局です。受付は
平成29年12月15日まで（申請が予算額
に達したときはその日以前に締め切る場合
あり）とされている点にご注意ください。

職場意識改善助成金
（勤務間インターバル導入コース）　
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